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岡　島　　　学

福　島　幸　子

長　沼　早　苗
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（令和４年度は14名）

（令和 4年4月１日現在）
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（令和４年４月１日現在）

－ 334 －



（令和４年５月１日現在）
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（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（言語、自閉症、情緒、ＬＤ•ＡＤＨＤ）
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区　分 言　　語 自閉症・情緒 ＬＤ・ＡＤＨＤ

学校名 土浦小学校 土浦小学校 真鍋小学校　都和小学校 都和南小学校 土浦第二中学校 神立小学校 土浦第五中学校 新治学園義務教育学校

学級数 1 1 2 1 1 1 2 1  1

エ

※　委員の構成（令和４年度は１５名）

　　医師   ３名

　　学校教育関係の職員 ７名

　　児童福祉施設の職員 ２名

　　学識経験者   ２名

　　市の職員   １名
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学校施設の長寿命化計画に基づき、長寿命化改良工事を実施する。

要配慮児童生徒が入学予定の学校にエレベーターを整備する。

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

19,297

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

－ 338 －
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3,095
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39,720
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（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

（令和４年５月１日現在）

作業療法

ア

イ　私立中学校

ア　県立中学校

ウ　私立中等教育学校

エ　県立、私立高等学校（県立５、私立３）

オ　私立短期大学

カ　私立大学

キ　その他

高校・私立学校等
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土浦第一高等学校附属中学校 土浦市真鍋四丁目4-2

　本市奨学資金制度は、市内に住所を有する者で、進学の意志と能力を有しながら、経済的理

由により高等学校へ進学することが困難な生徒に対して、その意志を達成させることを目的と

して、昭和40年度から実施している（月額7，000円を給付）。

土浦市小松ヶ丘町4-46

土浦日大高校（全日制）

アール医療専門職大学 土浦市湖北二丁目10-35

土浦日大高校（通信制）
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（令和４年４月１日現在）

ウ　令和 3年度　児童・生徒体位測定結果（平均値）
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小学校 中学校 義務教育学校 計 小・中学校及び義務教育学校
土浦一高附属中学校を含む
完全5日制, 3献立制

施設数 15校 8校 1校 24校

給食数 6,467食 3,383食 543食 10,393食

（令和４年５月１日現在）

・小学校・前期課程（児童）4,200円／月（4,400円うち公費200円）
・中学校・後期課程（生徒）4,700円／月（4,900円うち公費200円）
・土浦第一高等学校附属中学校　4,900円／月
・教職員　　4,900円／月

243円21銭

　衛生的で栄養バランスのとれた給食の充実を図るとともに、学校給食センターの施

設・設備の適正な管理に努め、安心安全な学校給食を目指す。

　学校給食の食材については、地産地消を積極的に取り組みながら、食育に関する指

導の充実に努める。

（ア）地場産物の活用促進

（イ）食育に関する指導の充実（食育指導、給食指導、給食だより、給食メッセージ等）

（ウ）食物アレルギーを持つ児童生徒への対応

（エ）学校給食の安全確保と栄養バランスのとれた給食の提供

（オ）給食費の未納対策強化

73円52銭
50円70銭

118円99銭

140円40銭270円85銭 79円75銭

施設概要

－ 346 －



13
　教育委員会の諮問に応じて、給食センターの運営に関する重要事項について

調査審議を行う。

　同審議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員１５

人以内をもって組織する。

　※審議会委員の構成（令和４年度は１３名）

　　市議会議員   ３名

　　市立学校長   ３名

　　市立学校のPTAの代表 ２名

　　市立学校の学校医  １名

　　市立学校の学校薬剤師 １名

　　所属保健所の職員  １名

　　学識経験者   ２名

（1）学校給食センター運営審議会

（令和４年４月１日現在）

3 13人（内市会計
年度任用職員２）

（県栄養教諭３
県講師（栄養）１）

（内市会計年度
任用職員１）

給食実施予定日数　令和４年度197日

4人 4人 4人

－ 347 －
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「土浦市子ども読書活動推進計画」に基づく取り組みの推進

社会教育学級（家庭教育学級）活動の支援

乳幼児期親力アップ講座、学童期親力アップ講座、思春期親力アップ講座の開催

　地域において生涯にわたり学ぶことができる環境づくりのため、地区公民館等の生涯学習拠
点と学習支援機能の充実を図る。
　また、生涯学習の新たな拠点となる新図書館の活用をはじめ、各種講座の展開や、団体・指
導者の育成など総合的に生涯学習を推進する。

ア

イ

－ 348 －



年末年始（12月29日～翌年1月3日）

各地区公民館へ。（3日前までに）

4,194

70

4,679

2,190

（和室）、

－ 349 －
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4,272

7,772

3

2346番地1

4824番地1

19,521

15,246

24,602

27,803

7,307

28,894

13,310

15,693

152,376

387

156

251

316

416

374

710

555

3,165

1,745

1,116

1,899

1,998

610

1,862

1,272

1,411

11,913
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464,717

468,976図書 22,702

4,862 5,414 12,423

103,130

345,581 101,105 2,025 20,265

（障害があり来館することが困難な方への郵送サービス・

477,421冊（分館含む、令和２年度３月３１日現在）491,678冊（分館含む、令和４年４月１日現在）

その他サービス（自主講座の開催、本の通帳サービス、託児サービス）

（情報ステーション、おはなしのへや、研修室、事務室等）

－ 351 －
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48,381

14
31

52 1,522
3,227176

（令和４年４月１日現在）

配架
資料数

開館
日数

貸出点数（点） 貸出者数（人） 来館者数（人）

貸出点数 1日当たり 貸出者数 1日当たり 来館者数 1日当たり

土浦市立図書館 411,332 286 523,486 1,830 144,004 504 319,186 1,116

三中地区分館 15,595 259 63,831 246 18,923 73 19,921 77

都和分館 13,906 259 14,325 55 4,910 19 5,901 23

神立地区分館 18,637 259 48,806 188 13,896 54 14,567 56

新治地区分館 32,208 259 32,023 123 8,611 33 16,366 63

Web（貸出延長） ─ ─ 33,108 ─ 19,385 ─   ─ ─

合計 491,678 715,579 209,729 375,941

年末年始（12月29日～翌年1月3日）

4,9672,7254,669

令和３年度令和２年度令和元年度

45,28516,33630,212

○所 在 地　　　〒300-0045　文京町９番２号
　　　　　　　　（TEL：822-3381,  FAX：822-3388）
○面　　積　　　敷地面積：6,336㎡　　延床面積：2,596㎡
○施　　設　　　研修室１・２・３・４・５・６・７・８・９・１０　　会議室、和室、視聴覚室
　　　　　　　　ロビー、事務室　ほか
○開館時間　　　午前９時～午後１０時
○休 館 日　　　・毎週月曜日
　　　　　　　　（該当日が国民の祝日に当たるときには、その翌日も休館日とする）
　　　　　　　　・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める日
　　　　　　　　・年末年始（12月29日～翌年1月3日）
○利用申込　　　使用する日の前月1日から受付。
○利用状況

利用件数（件） 利用件数（件） 利用件数（件）利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人）

－ 352 －
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　青少年がより豊かな人間性を培う機会を提供するため、関係機関や家庭との連携のもと、地域
ぐるみの指導・相談体制の充実を図る。また、青少年団体の育成及び指導者の養成に努め、青少年
の多様な交流活動を推進する。

連携、

96

96

12 11 17 16 13 11 10 6

－ 354 －



155

11,546 令和４年３月３１日現在）

土浦市青少年問題協議会

子どもたちが将来立派な社会人となるための人づくりを図る。

－ 355 －
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33

75

38
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1,314

1,103

2,818

763

1,180

4,533

793
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3,920
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4,770

14,887

935

1,853

2,617

875 上記以外の利用者１人１泊につき

市外の利用者市内の利用者

場合は全額免除
（利用料の減免）

（５）青少年の家

－ 356 －



74

２令和３年度春季美術展覧会

令和３年度第５０回土浦市文化祭

出品点数　   ３２７点
来場者数　 １,６３５人

令和３年１２月２日（木）～１２月１２日（月）

来場者数

１,０６３人

　市民一人ひとりが生きがいや心のうるおいを得られる地域づくりを目指し、文化芸術活動の振興

に努める。

　また、各種イベントの開催による文化芸術活動の推進をはじめとして、文化芸術を楽しむことの

できる機能の充実、文化財の保護・活用を図るとともに、集客力の高い展覧会事業の企画に努める。

　春季美術展覧会は、例年５月に「春の文化祭」として開催されている。令和３年度の春季

美術展覧会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、７月に会期を変更し、常

陸彫友会・茨城獅子頭彫刻研究会土浦支部は不参加で、土浦市美術協会のみで開催された。

ア

イ

－ 357 －
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　市民会館の運営については、平成１８年度から指定管理者制度を導入している。なお、建物の

老朽化が著しく、耐震補強も必要であることから、平成２９・３０年度に設計業務を、平成３０・

令和元年度に耐震化及び大規模改造工事を実施した。また、令和２年５月より、株式会社クラ

フトをパートナー企業としたネーミングライツを導入し「クラフトシビックホール土浦」の愛

称となった。

　今後も本市の文化芸術活動の拠点として、市民が利用しやすい施設となるような人的なサー

ビスの向上及び快適な施設環境を提供していくよう努めるとともに、幼児から高齢者まで幅広

い層を対象とした魅力ある自主文化事業を実施し、市民文化の高揚を図る。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。）３

６３ ２,４００４

されている。

（附属建物含む）

（附属建物含む）

リニューアルオープン　令和２年５月２４日

１９日

１５日

16,548

3,251

1,019

15.0ｍ 9.0ｍ

7.0ｍ

3

593

288

317

426 ）

5,925

クラフトシビックホール土浦（市民会館）管理運営及び文化事業の充実
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令和4

等
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R3.4.1現在

13

280

12

222

－ 360 －



一

2,482

博物館実習・校外学習・出前講座

－ 361 －
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と
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ブラインドマラソンの開催

田中冷設神立野球場・一誠商事市民運動公園（市民運動広場）・南部田中冷設スポーツフィールド・

乙戸ファミリースポーツ公園テニス場・中貫公園運動広場・右 地区運動広場・武道館・木田余地区

運動広場・新治運動公園・新治トレーニングセンター・本郷グラウンド

5

－ 363 －
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ブラインドマラソンの開催

･学校体育館の開放
　中学校８校（一中、二中、三中、四中、五中、六中、都和中、新治学園）

　小学校１９校（土浦小、下高津小、東小、大岩田小、真鍋小、都和小、荒川沖小、

　　　　　　　中村小、土浦第二小、上大津東小、神立小、右籾小、都和南小、

　　　　　　　乙戸小、菅谷小、旧上大津西小、旧藤沢小、旧山ノ荘小、旧穴塚小）

　県立高校１校（土浦工業高）

･学校運動場の開放（都和南小、菅谷小、旧穴塚小、旧藤沢小、旧山ノ荘小、一中
　　　　　　　　　　夜間開放、土浦産業技術専門学院）

･市民体育祭の実施（１５地区）
･かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソンの開催

土浦市川口二丁目12番75号
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田中冷設神立野球場（神立公園野球場）２面
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南部田中冷設スポーツフィールド（南部地区運動広場）
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10番16号

1番11号

多目的広場（サッカー・ラグビー・グラウンドゴルフ等）

（少年野球・ソフトボール4面）

番地1

－ 367 －
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番地

（チ）旧宍塚小学校

　　　所　在　地　土浦市宍塚1478番地

　　　総　面　積　10,050㎡（校舎等含む）

　　　規　　　模　体育館、グラウンド

野球場１面（少年野球２面）

－ 368 －



－ 369 －

教
育



－ 370 －



1,
62
0
1,
98
0
2,
12
0
1,
62
0
1,
98
0
2,
12
0

1,
62
0
1,
98
0
2,
12
0

2,
88
5
3,
64
0
3,
72
5
2,
88
5
3,
64
0
3,
72
5

2,
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5
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0
3,
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2,
79
5

備
考
1　
利
用
時
間
が
こ
の
表
に
区
分
時
間
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
間
割
計
算
は
行
わ
な
い
。

2　
団
体
使
用
料
の
適
用
を
受
け
る
団
体
は
、
そ
の
人
数
が
20
人
以
上
の
団
体
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
人
数
が
20
人
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
施
設
を
占
用
す
る
場
合
は
、
団
体
使
用
料
を
適
用
す
る
。

3　
団
体
使
用
料
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
利
用
時
間
を
超
え
た
場
合
の
使
用
料
は
、
1時
間
（
1時
間
未
満
の
場
合
は
、
1時
間
と
す
る
。
）
に
つ
き
、
当
該
区
分
の
額
の
1時
間
相
当

　
  
額
と
す
る
。

4　
団
体
使
用
料
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
大
体
育
室
の
床
面
積
の
3分
の
1、
2分
の
1又
は
3分
の
2を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
当
該
区
分
の
額
に
3分
の
1、
2分
の
1又
は
3分
の
2を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
  
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
5円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
ら
を
切
り
捨
て
、
5円
以
上
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
5円
と
す
る
。

5　
営
利
、
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
に
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
で
、
営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
し
な
い
催
物
に
利
用
す
る
場
合
」
の
「
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
」
の
使
用
料

　
  
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
大
体
育
室
を
利
用
す
る
場
合
で
、
入
場
料
を
徴
収
す
る
と
き
の
当
該
施
設
の
使
用
料
は
、
時
間
区
分
け
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
入
場
料
の
最
高
料
金
の
10
0人
分
の
額
（
そ
の
額
が
50
万
円
に
満
　
  

　
  
た
な
い
と
き
は
、
50
万
円
）
と
す
る
。

6　
「
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
」
と
は
、
入
場
料
又
は
料
金
を
徴
収
す
会
員
券
、
整
理
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
を
い
う
。

7　
個
人
使
用
料
は
、
回
数
券
を
用
い
て
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
令
和
４
年
９
月
１
日
施
行
）
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持 込 機 器 に 係 る 電 気 料 金 1キロワット1日につき 150円

種　別 施設の名称   使用料（１時間につき）

冷暖房設備
大体育室

アリーナ 1,300 円

観客席 1,300 円

ステージ 200 円

ミーティング室 160 円

控室 140 円

小体育室 1,700 円

種
別 施設の名称

利用する床
面積の区分

使用料（1時間につき）

全点灯の場合
3分の 2点灯
の場合

2分の 1点灯
の場合

3分の 1点灯
の場合

照
明
設
備

大
体
育
室

アリーナ

全面 440 円 300 円 220 円 150 円

3分の 2 300 円 200 円 150 円 100 円

2分の 1 220 円 150 円 110 円 75 円

3分の 1 150 円 100 円 75 円 50 円

ステージ 一列につき　10円

小体育室 80 円 40 円
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土浦市スポーツ協会

一
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

二
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

三
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

四
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

五
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

六
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

都
和
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

新
治
学
園
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

市スポーツ協会の現況

　市は、自主的・民主的な運営による健全なスポーツの発展を図り、明朗闊達な市民の育成、ひ

いては、明るい活力ある土浦市の建設を目指して活動している。

　組織図のように、市スポーツ協会は、地区スポーツ協会と専門部との二本の柱を軸とし、地区

スポーツ協会は地域内の各地区長、各種組織団体とスポーツ協会役員、スポーツ推進委員等との

緊密な連繫のもとに、地域住民の健康の維持増進とスポーツ人口の拡大を目指し、さらに、新旧

市民の融和親睦を図り、地域総ぐるみの体制づくりに努力している。
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